
代理人制度とは？～元気なうちにできる大切な備え～ 

万が一のときでも、「親の通帳はあるから大丈夫」と考えるのは危険です。親が認知症など

で判断能力を失うと、たとえ家族でも、銀行から預金の引き出しを断られるケースが少なくあ

りません。銀行は預金者の資産を守るため、本人の意思確認ができない場合は口座を凍結せざ

るを得ないからです。 

そこで注目されているのが、銀行の「代理人制度（代理人指名手続など）」です。これは親

が元気なうちに、将来の管理を任せる家族を代理人として届け出ておく仕組みです。最大のメ

リットは、成年後見制度のような家庭裁判所の手続きが不要で、銀行との契約だけで利用でき

る点です。 

 一般社団法人全国銀行協会も、本人の判断能力低下後も、あらかじめ届け出た代理人との取

引は可能との見解を示しており、各銀行の対応も柔軟になり 

つつあります。ただし、無料で利用できる銀行がある一方で、 

類似サービスを有料で提供していたり、制度自体が未整備だ 

ったりと、金融機関によって対応は様々です。 

親が高齢になってきたら、いざというときに慌てないよう 

まずは親が取引をしている銀行が対応しているかを事前に確 

認し、将来に備え、家族で話し合っておくことが大切です。 
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さくらマネー通信 №103 
〜気軽に読めて役に立つマネー情報をお届けします！〜 

2月の風物詩の一つに恵方巻きがありま

すが、大阪の花街で繁盛を祈ったことが起

源と言われています。年神様がいる方向

（恵方）に向いて食べたことから、恵方巻

きと呼ばれるようになり 

ました。巻寿司には七福 

神にちなんで七種類の具 

材を入れ「福を巻き込む」 

という願いが込められて 

いるそうです。 

 

 

 

会社員が年末調整で申告できないもの

はどれでしょうか？ 

 

１.生命保険料控除 

２.地震保険料控除 

３.医療費控除 

 

 

 

（答えは裏面にあります！） 

 



  

老後資金づくりの制度として定着してきたiDeCo（個人型確定拠出年金）は、2026年末に制

度内容が拡充されます。主な変更点は「掛金上限額の引き上げ」と「加入年齢の引き上げ」

です。改正は2026年12月1日から施行され、実際の掛金引き落としベースでは2027年1月分か

ら新制度が反映されます。掛金の上限額は、自営業者など（第1号被保険者）は月7万5,000円

まで引き上げられます。会社員や公務員（第2号被保険者）も、企業型DCなどと合算した拠出

枠が月6万2,000円となり、立場にかかわらず老後資金づくりの選択肢が広がります。また、

加入年齢の上限が70歳未満まで拡大されることで、定年後やセカンドキャリア期間も積み立

てを継続できるようになります。 

iDeCoは、掛金が全額所得控除とな 

り、運用益も非課税で再投資される点 

が大きな魅力です。一方で注意したい 

のが受取時の課税です。一時金で受け 

取る場合は退職所得控除を超える部分 

に、年金形式で受け取る場合は公的年 

金等控除を超える部分には税金がかか 

ります。今後は、受取時も考慮したプ 

ラン設計が、益々大事になりそうです。 

iDeCo改正で何がかわる？掛金上限、加入年齢の拡大！ 

合同会社さくらコンフォートライフ 鈴木 博幸 

 新NISA・資産運用で、お悩みの方は、お気軽に‼ 

お問い合わせは LINE ID:suzukihiro827 まで！ 

 

答えは  

３．医療費控除 

 

  

 

 

 

医療費控除は年末調整の対象外で、確定

申告が必要です。 

 

 

今、衆院選では消費税の扱いが争点の一つ

となっていますね。 

物価高が続く中、与野党から「食料品の消

費税を下げる」「期間限定で減税する」な

ど、家計の負担を軽くする政策が示されまし

た。一方、減税による税収減をどう補うかが

課題とされています。 

この機会を、税金をはじめお金に関わる学

びを深めていくきっかけの一つにしていきた

いですね！ 

 

 

出典：厚生労働省「確定拠出年金の拠出限度額」 

 


